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１ 開会 

 

２ 生涯学習部長あいさつ 

 

３ 議長あいさつ 

 

４ 議事 

 (1) 社会教育関係団体補助金交付に係る意見聴取について 

 (2) 前回会議の振り返り 

 (3) 第４次柏市生涯学習推進計画の進捗状況 

 

５ 諮問 

 (1) 柏市における過去の提言等について 

 (2) 諮問の背景と目的（国の動き） 

 (3) こども・若者の居場所づくり基本方針の策定に向けて 

 (4) 諮問書の提出 

 

６ 協議 

   

７ その他 

 

 ８ 閉会 
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１ 社会教育関係団体補助金交付に係る意見聴取について・・・・・ １ 

 

２ 前回会議の振り返り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

３ 第４次柏市生涯学習推進計画の進捗状況・・・・・・・・・・・ ４ 

 

４ 柏市における過去の提言・答申について・・・・・・・・・・・ ６ 

 

５ 諮問の背景と目的（国の動き）・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 

６ こども・若者の居場所づくり基本方針の策定に向けて・別添４のとおり 

 

７ 諮問書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

８ 協議事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

   「柏市に必要な居場所と，提供できそうな取り組みについて」 

  (1) 柏市の小学生，中高生は，どのような居場所を必要としているのか 

   (2) 上記１の実現に向けて，提供できそうな取り組みはあるか 

    （官民連携による可能性等） 

 

 目 次 



１ 

   社会教育関係団体補助金交付に係る 

  意見聴取について 

 

・社会教育関係団体に補助金を交付しようとする場合には社会教育

委員の意見を聴いて行うこととされています。  

 

・令和６年度は，以下の社会教育関係団体に対し，補助金の交付を

予定しています。  

 

 

別添資料参照 

別添１ 社会教育関係団体補助金交付に係る意見聴取について（別冊資

料） 

 

 

 参考  

 

 

 

 

 

 

   
  

１ 

○社会教育法 

 （社会教育関係団体の定義） 

第 10 条 この法律で「社会教育関係団体」とは，法人であると否とを問わ

ず，公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる

目的とするものをいう。 

 （審議会等への諮問） 

第 13 条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しよう

とする場合には，あらかじめ，（中略）地方公共団体にあっては教育委員

会が社会教育委員の会議（中略）の意見を聴いて行わなければならない。 

１ 



４ 

  前回会議の振り返り 

 
１．文京区青少年プラザ（b-lab）の良かった点 

 

 

２ 

【ハード面】 

・建物全体が採光に優れて明るく，開放感がある造り 

・教育センターに設置されていることで，建物内の別部署との連携も可能  

 （不登校児童・生徒支援教室と b-lab の併用利用や，情報共有など） 

・建物１階の入り口から b-lab の受付が見える立地であるため，教育センター内の別部署

に用事がある人に広く認知してもらえるのでは 

【枠組み面】 

・運営コンセプト：「居場所」－「きっかけ」－「ステージ」が，運営内容と紐づいてい

ることで，様々な取組が有機的につながっている 

・文京区と委託運営者（カタリバ）の関係や，協業が良好である  

・施設の愛称（b-lab）や，施設紹介「中高生の秘密基地」，ロゴマークのセンスが良い  

・利用対象者を中高生に絞り，そのターゲットが共感できるメッセージを発信している  

【運営面】 

・利用者の主体性を重視していて，主体的に居心地の良い居場所になるよう，きっかけを

創出している 

・きっかけを作るための仕掛けが各所に設けられている（利用受付，備品貸出手続き，イ

ベント，サークル活動，ちょっとしたお仕事募集，壁に貼られたクイズなど） 

・意見箱などを設け，利用者の声を取り入れてくれる雰囲気 

・自由な雰囲気がありながらも，監視カメラなどで見守りもされている  

・Switch や iPad などの中高生に人気のツールや漫画・書籍を利用できる  

【人的資源】 

・カタリバスタッフの意識や専門性，ノウハウの質が高い 

（利用者の関わり方も個々人の性質を見極めてグラデーションをつける，各種装飾品を通

じての関わりの仕掛け，イベントの企画や運営，広報紙作成や YouTube 発信などの技術） 

・大学生スタッフのお兄さん・お姉さん的な，ナナメの関係性がある  

２ 



４ 

２．柏市に置き換えて，施設の気になった点 

 

  

・運営コンセプトをどのように設定し，空間レイアウトや活動展開をしていくのか 

・人材の量・質，両面の確保 

・利用者のニーズに合わせた施設内容にどの程度答えるか 

・応対記録の取り方（個人情報の扱い）や，他機関への連携をどのように行うか  

・同じ建物内の他フロアとの連携の在り方 

・安全性を確保するため，スタッフ数や運営マニュアルは事前検討が必要  

・利用者に届く広報や施設内掲示の在り方，デジタル化への対応 

・公施設としての公平公正な在り方と，利用者の主体性・自主性のバランスの難しさ  

３ 



４ 

   第４次柏市生涯学習推進計画の進捗状況 

 

第４次柏市生涯学習推進計画（計画期間：令和３～７年度） 

   市の最上位計画である「柏市第五次総合計画」の部門計画。目指す生涯 

  学習像は「笑顔と元気が輪となり広がるまち柏 ～学びを通じた地域活性化～」 

  目指す方向性 

  ・子どもたちが健やかに成長するように 

  ・コミュニティの中に人と人のつながりがふえるように 

  ・すべての人が学べる環境に包まれるように 

  取組方針（学びのステップ） 

  ・「はじめるきっかけ」を支援 

  ・「もっと知りたい，つながりたい」を支援 

  ・「ひろく伝えたい」を支援 

  ・情報提供による学びの支援 

  ※分野ごとではなくステップごとに紐づく事業を整理（主な事業は２０） 

    

 計画の推進・評価体制 

（計画策定時に生涯学習推進本部で作成，附属機関に意見を聞きながら推進 以下抜粋） 

 ５か年の進捗管理について 

  事業ごとの評価 

  ・事業毎に１～２の「指標」と「目標」を設定し毎年進捗管理を行う（主な事業） 

  ・中間評価（３年終了時）は，全事業について計画上の位置付け及び目標値等の確 

  認・修正を行う。 

  ステップごとの評価 

  ・ステップに紐づく事業数の増減及び事業間連携の取組の有無を評価する。 

 

  最終年度の達成度評価 

  ①主な事業の進捗状況，連携の取組状況 

  ②各ステップごとの進捗状況（事業数の増減，連携の取組状況） 

  上記２点を踏まえ，本計画の目指す方向性（子ども・コミュニティ・環境整備）の 

  観点から総合的に評価し，次期計画につなぐ。 

 

３ 

４ 



４ 

 進捗管理表  事業ごとの評価のために使用 

 

 

 

 別添資料参照 

別添２ 第４次柏市生涯学習推進計画（概要版） 

別添３ 第４次柏市生涯学習推進計画（令和４年度進捗状況） 

 担当課作成の進捗をまとめ，本会議で意見を聴取，必要な修正を施し完了予定 

 

５ 

計画策定時に設定 

今回の確認部分 

中間評価時に確認予定

（今回は未掲載） 



６ 

  柏市における過去の提言・答申について 

 

柏市においては，以下のような提言が行われています。 

 

(1) 地域と家庭における社会教育のあり方について（平成１７年２月） 

背景：子どものコミュニケーション能力や地域の教育力の低下 

取組：小学校低学年児童と保護者を対象とした「親子ふれあいプラザ」 

   小学校高学年児童を対象とした「子ども土曜わくわくスクール」 

   小学生を対象とした「地域子ども教室」 

課題：どの取組も小学生を対象としており，人格形成の過程で最もデリケート

な時期にある中学生が対象に含まれていない。また，地域・開催日とも

に限定されている。 

 

(2) 地域と学校の連携・融合による小学生の「安全・安心」な生活環境づく

りについて（平成１９年２月） 

 家庭の重要さを再認識し，家庭，学校，地域社会の連携・協力体制づくりについて提言  

  １ 家庭の教育力向上への方策 

  ２ 学校支援体制づくり 

  ３ 子どもの居場所づくりとその必要性 

  ４ 地域にある既存の教育施設等の再評価と活性化 

  ５ 社会教育団体等との連携協力体制づくり 

  ６ 市民への広報活動と情報の提供 

 通学路での登下校時における安全確保の対策と小学生の居場所づくりへの対策について提言  

  １ 登下校時における安全確保対策 

    学校，家庭，地域がより連携・融合して「安全・安心なまちづくり」を目指す  

  ２ 小学生の居場所づくり対策 

    「都市部」，「農村部」，「混住地区」の３地区に，各一か所の「居場所モデル地

区」の設定を目指す 

６ 

４ 



６ 

(3) 家庭教育振興方策について（平成２３年２月） 

 

(4) 体験のススメ 失敗のススメ（平成２９年２月） 

  

(5) 地域と学校の連携について（平成３１年２月） 

 

(6) 生きる力を育む体験への関わり～子どもたちの健やかな成長のためにで

きること～（令和３年２月） 

 家庭教育支援の取り組みを「家庭」「地域」「学校」「行政」「企業」の５つの視点から

提言 

  １ 家庭自ら取り組む家庭教育支援 

  ２ 地域社会全体が取り組む家庭教育支援 

  ３ 学校・ＰＴＡが取り組む家庭教育支援 

   ※この中で，「みんなの子育て広場」の立ち上げを提案 

  ４ 行政が取り組む家庭教育支援 

  ５ 企業等が取り組む家庭教育支援 

 子どもたちの体験活動がどうあるべきかについて提言 

  １ 多種多様な体験を      ２ 真実の体験を 

  ３ 失敗を恐れずに       ４ 親も積極的にかかわりを 

 子どもたちの生きる力を育む体験に大人がどう関わるとよいのかについて提言 

  １ 大人自身が楽しもう，大人同士がつながろう 

  ２ 子どもを主役にする関わり方を工夫しよう 

 柏市らしい「地域と学校の連携・協働活動」の在り方について答申 

  １ 地域と学校の連携の推進 

  ２ 連携・協働の方向性 

  ３ 連携・協働の目標 

  ４ 具体案 

  ５ 具体案により期待される効果 

  ６ 各地域での取り組み 

 

７ 



６ 

  諮問の背景と目的（国の動き） 

 

１ こども政策の新たな推進体制に関する基本方針～こどもまんなか社会を目

指すこども家庭庁の創設～（令和３年１２月２１日 閣議決定） 

  こども政策の基本理念「全てのこどもが健やかな成長，Ｗｅｌｌ－ｂｅｉ

ｎｇの向上」として，多くの居場所を持つことが重要とされている。 

２ こども家庭庁（令和５年４月１日設立） 

  心身の発達の過程にある者（以下「こども」という。）が自立した個人と

してひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け，福祉の増

進，保健の向上，健やかな成長と子育て支援，こどもの権利利益の擁護に関

する事務を行う。 

３ こども基本法（令和５年４月１日施行） 

  日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり，全てのこ

どもが，将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指

し，こども政策を総合的に推進する。 

４ こども大綱（令和５年１２月２２日 閣議決定） 

  こども施策に関する基本的な方針として，全てのこども・若者が幸せ状態

で成長できるよう「安全で安心して過ごすことができる多くの居場所を持

つ」ことに取り組む。 

５ こどもの居場所づくりに関する指針（令和５年１２月２２日 閣議決定） 

  全てのこども・若者が安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら，自

己肯定感や自己有用感を高め，身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸

せな状態（ウェルビーイング）で成長し，社会で活躍できるよう，「こども

まんなか」の居場所づくりの実現を理念としている。 

  

５ 

 柏市では，今後，こども・若者の居場所づくりを全市的に展開していくなかで， 

  現状や課題，ニーズ等を整理し，道しるべとなる基本方針を策定する 

 

８ 



６ 

  諮問書 

 

 
９ 

６ 

９ 



６ 

 

  

１ 背景 

  地域のつながり方の変化や少子化の進展により，こども・若者同士

が遊び，育ち，学び合う機会が減少し，地域コミュニティのなかで育

つことが困難になっています。 

  他方で，こどもや若者を取り巻く環境は，児童虐待の対応件数の増

加，不登校，いじめ，自殺件数の増加など，厳しさを増すとともに複

雑かつ複合化しています。 

  居場所があることは，自己肯定感や自己有用感に関わるなど，成長

の過程において不可欠な要素であり，居場所がないことは，孤独・孤

立の問題と関係している場合もあります。 

  このような背景を踏まえ，居場所の重要性が増しているなか，こど

もの居場所づくりに関する指針（令和５年１２月２２日 閣議決定）

では，市町村における計画的な居場所づくりが求められています。 

 

２ 柏市におけるこども・若者の居場所づくり 

  本市でも，全ての小学生，中高生世代の若者が，安全・安心で，自

分らしく自由に過ごすことができる居場所づくりが求められていま

す。 

  そこで，様々な学びや多様な経験に接することにより，自己肯定感

や自己有用感を高め，将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイン

グ）の向上に資することが期待されているところです。 

  このため，市教育委員会では，現在，実施している小学生対象の放

課後子ども教室について，ゆるやかな見守りのなかで自由に過ごすこ

とができる居場所型への転換を予定しています。 

  また，中高生世代の若者については，子ども・子育て支援複合施設

や（仮称）子ども・若者総合支援センターにおいて中高生世代の居場

所事業を展開することとし，こども・若者の成長過程に応じた居場所

づくりを推進する予定です。 

 

３ 諮問理由 

  上記のことを踏まえ，現況や課題を整理し，本市の特性を踏まえた

安全・安心で，自分らしく自由に過ごすことができる居場所のあり方

や方向性をまとめ，こども・若者の居場所づくりに関する基本方針を

定めたく諮問いたします。 

別紙 

１０ 



７ 

  協議事項 

 

 

 

 

 

◎事務局より提案  

 以下の２点について検討いただきたい。 

１ 柏市の小学生，中高生は，どのような居場所を必要としているのか 

２ 上記１の実現に向けて，提供できそうな取り組みはあるか 

 （官民連携による可能性等） 

 

７ 

今回の議題 

「柏市に必要な居場所と，提供できそうな取り組みについて」 

 

１１ 


